


  令和３年５月 31 日から適用すること。ただし、令和６年２月 29 日までに

行われる歯科用医療機器、歯科材料及び歯科器械の製造販売承認申請、認証

申請及び届出（一部変更承認申請、一部変更認証申請及び届出事項変更届出

を含む。）については、改正前のガイドラインに従って評価を行ったものを

添付できること。 

 


